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１ 業務委託名      松江市再生可能エネルギー地産地消モデル検討業務委託 

 
２ 目的 

本業務は、太陽光発電と蓄電池の導入及び既存バイオマス発電の活用に向けた調査・検討

をするものであり、履行にあたっては、最新の知識や技術に関する知見とともに考察する力

量が求められることから、委託者の選定にあたっては、価格のみでなく、類似業務の実績や

専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選

定するため、プロポーザル方式によって契約の相手方となる候補者を決定するもの。 

 

３ 委託期間                 契約締結の翌日から令和 5 年 3 月 15 日まで 

 

４ 業務委託内容 

別紙「松江市再生可能エネルギー地産地消モデル検討業務委託 仕様書」のとおり。 

※ 仕様書は、委託契約時に基本となる仕様書とするが、採択された提案書の内容を踏ま

え、調整のうえ確定する。 

 

５ 委託料上限金額          38,049,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

６ 参加資格要件 
 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。 

（１） 松江市競争入札参加資格を有していること。 ただし、松江市内に本社を有する事業

者又は松江市内に契約を委任した営業所を有する事業者に限る。 

（２） 松江市による指名停止を受けていないこと。 

（３） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこ

と。 

（４） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民 

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされ

ていないこと。 

（５） 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2 号に規定する暴力団又は第 2 条第 6 号に規定する暴力団員が経営に関与して

いないこと。 
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７ 募集日程及び審査日程 
 

件 名 期 限 等 

募集要項等の配布 令和 4 年 9 月 28 日(水)から令和 4 年 10 月 12 日(水)17 時まで 

質問書の提出期限 令和 4 年 10 月 5 日(水)17 時必着 

質問書に対する回答 令和 4 年 10 月 7 日(金)予定 

プロポーザル参加表明書提出期限 令和 4 年 10 月 12 日(水)17 時必着 

辞退届の提出期限 令和 4 年 10 月 18 日(火)17 時必着 

提案書等の提出期限 令和 4 年 10 月 18 日(火)17 時必着 

プレゼンテーション詳細の案内 令和 4 年 10 月 19 日(水)予定 

プレゼンテーションの開催 令和 4 年 10 月 20 日(木)予定 

審査結果通知 令和 4 年 10 月 24 日(月)予定 

契約締結 令和 4 年 11 月 4 日(金)予定 

 

 
８ 募集について 

 

（１） 各書類の配布開始日 令和 4 年 9 月 28 日（水） 

（２） 配布場所 

① 松江市環境センター２階 環境エネルギー課 

② 松江市ホームページに掲載（「事業者向け情報、入札・契約」からダウンロード可能） 

※ 郵送、メール等による配布は行いません。 

（３） 配布資料 

① プロポーザル募集要項・・・（本書） 

② 仕様書 

③ 参加表明書 ・・・（様式１） 

④ 会社概要 ・・・（様式２） 

⑤ 類似業務受託実績 ・・・（様式３） 

⑥ 提案書 ・・・（様式４～６-２） 

⑦ 業務実施体制 ・・・（様式７） 

⑧ 見積書 ・・・（様式８） 

⑨ 質問書 ・・・（様式９） 

⑩ 辞退届 ・・・（様式１０） 

⑪ 参考資料：対象地点概要 

 

９ 質問の受付及び回答 

（１） 質問のできる者 本書及び仕様書等に対して質問のできる者は、「６ 参加資 

格要件」を満たしている者で、かつ参加表明書（様式１）を

提出した者あるいは提出する意思のある者とする。 

（２） 質問期限 令和 4 年 10月 5 日（水）17 時必着 

（３） 様 式 質問書（様式９） 
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（４） 質問方法  「１５ 問い合わせ先及び提出先」に電子メールで問い合わせるこ

ととし、電子メール送信後、担当者まで電話にて送信確認をするこ

と。 

（５） 回 答  質問に対する回答は、令和 4 年 10月 7 日（金）（予定）までに、本

市ホームページへ掲載する。また、松江市の回答は、募集要項及び

仕様書等を補足する効力を有するものとする。 

 
１０ 参加表明 

 

（１） 提出書類 ① 参加表明書（様式１） 

② 会社概要（様式２） 

③ 類似業務受託実績（様式３） 

④ 業務実施体制（様式７） 

（２） 提出期限 令和 4 年 10 月 12 日（水）17 時必着 

（３） 提出部数 1 部 

（４） 提 出 先 松江市環境エネルギー部 環境エネルギー課 

（５） 提出方法 持参又は郵送 

※ 持参にて提出の場合は、提出日時を予め担当者に連絡すること。 

なお、持参の場合の受付時間は原則として、9 時から 17 時まで（正

午から 13 時まで及び土日祝日を除く）とする。 

（６） そ の 他  参加表明書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式１０）にて松江市

環境エネルギー部環境エネルギー課まで申し出ること。なお、参加

辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いは行わな

い。 

 

１１ 提案書類 

以下の書類を期限までに提出すること。「参加表明書（様式１）」の提出のない者による

提案書類の提出は一切受け付けない。 

（１） 提出書類 

ア 提案書 

（ア）仕様等  表紙は 提案書（様式４）を使い、提案書は様式５～６-２（Ａ４版）

に示されるとおりとする。なお、文字サイズは１０ポイント以上と

する。ただし、図表の文字サイズは、これによらない。 

（イ）枚 数 片面使用、様式５は１頁、様式６-１および６-２は２頁以内とする。 

（ウ）評価テーマ 

テーマ１：オンサイトPPA太陽光発電設置検討に向けた提案のポイントについ

て 

テーマ２：オフサイトPPA太陽光発電設置検討に向けた提案のポイントについ

て 

イ 見積書及び経費内訳書 
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見積書（様式８）については、別紙「松江市再生可能エネルギー地産地消モ

デル検討業務委託 仕様書」の内容により見積るものとし、消費税及び地方消費

税相当額を含んだ額を記載すること。 

また、見積書に記載した額の内訳を示す経費内訳書（様式は任意）を併せて提

出すること。 

（２） 提出期限 令和 4 年 10月 18 日(火)17 時必着 

（３） 提出部数 7 部 

ただし、上記「（１）イ 見積書（様式８）及び経費内訳書」は、１部とする。 

（４） 提 出 先 松江市環境エネルギー部 環境エネルギー課 

（５） 提出方法 持参あるいは書留郵送又は宅配便等にて提出すること。 

※ 持参にて提出の場合は、提出日時を予め担当者に連絡すること。 

なお、持参の場合の受付時間は原則として、9 時から 17 時まで（正午

から 13 時まで及び土日祝日を除く）とする。 

（６） そ の 他 

ア 失格となる参加表明書、提案書等 

参加表明書、提案書等が、次の事項の一つに該当するものは、失格となる場合

がある。なお、失格となった場合は、別途通知する。 

（ア）提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの。 

（イ）指定する様式及び本要項に示した条件に適合しないもの。 

（ウ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

（エ）虚偽の内容が記載されているもの。 

（オ）見積額が「５ 委託料上限」の額を超えたもの。 

（カ）「仕様書」の要件に適合しないもの。 

（キ）「６ 参加資格要件」を満たしていないものによる提案書等。 

イ 制約事項 

（ア）提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

（イ）提出された書類等は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

（ウ）提出された書類等は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を

作成することがある。 

（エ）提出された書類等は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

（オ）提出された書類等は全て返却しない。 

（カ）提出された書類等に対し、必要に応じてヒアリングを実施することがある。 

 

１２ 提案に関するプレゼンテーション 

提出された提案書類の内容について、次のとおり提案者のプレゼンテーションを実施する。 

（１） 実施時期 令和 4 年 10 月 20 日（木）（予定） 

詳細は、プレゼンテーション資格審査結果を受け、令和 4 年 10月 19  

日（水）（予定）に電子メールで通知する。 

（２） 出 席 者 1 者 3 名以内とする。 

（業務を受託した際に実際に管理責任者・主任技術者等となる者が 
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必ず出席すること。） 

（３） そ の 他 

ア プレゼンテーションは、提案書類の受付順で実施する。 

イ ヒアリングは1者30分以内（プレゼンテーション20分＋質疑応答10分）を予定する。 

ウ プレゼンテーションは、提出書類のみを使用する。 

エ プレゼンテーションを行う者は、本業務に直接携わる予定の者とする。 

オ プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。 

 

１３ 事業者の選定・審査・契約 

（１） 審査は、審査委員会が別に定める「松江市再生可能エネルギー地産地消モデル検討

業務委託プロポーザル審査基準」に基づき、評価点方式で審査する。 

（２） 審査は、交渉権者の優先順位を決定するものであり、審査委員ごとの評価点（100 点

満点）の獲得順位を付与し、最も多く第 1 位を付与された提案者を優先交渉権者と

する。 

（３） 最も多く第 1 位を付与された事業者が複数あった場合は、各委員が採点した評価点の

合計（300 点満点）が最も多い事業者を優先交渉権者とする。 

（４） 次点の交渉権者は、優先交渉権者となる事業者を除き、各委員が採点した評価点の合

計（300 点満点）が最も多い事業者を次点交渉権者とする。 

（５） 上記（３）（４）において、評価点の合計が同点である場合は、各委員の合議によ

って提案内容の比較審査を行い、交渉権者を決定する。 

（６） 評価点の合計が満点（300 点）の 6 割（180 点）に満たない場合は、交渉権者とし

て選定しない。 

（７） 優先交渉権者と委託契約の締結に向けた協議を行い、仕様等契約内容について合意し

た場合は、契約を締結する。契約内容については、「仕様書」及び優先交渉権者の提

案書の内容を踏襲するものとするが、やむを得ず契約内容の変更を要する場合は、契

約時において本市と優先交渉権者との協議・調整のうえ、内容を決定する。なお、

順位の最も高かった優先交渉権者と協議し、合意しなかった場合は、次順位の交渉権

者との協議を行う。また、以降も同様とする。 

（８） 審査の結果は、全提案者に対して文書で通知する。通知時期は、令和 4 年 10 月 24 

日（月）以降とする。選定理由の問い合わせには応じない。また、審査結果につい

ての異議申し立ては受け付けない。 

 

 

（１） 費用負担 

提案書の作成・提出及びプレゼンテーションの実施等、本プロポーザルの参加に要し

た費用の全ては、参加者の負担とする。 
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（２） 個人情報 

ア 協議資料の請求者又は提出書類から提供された従業員等の個人情報は、協議の実

施及び契約に係る事務処理において必要な連絡のみに用いるものとし、他の用途

には用いない。 

イ 個人情報の取り扱いは、松江市個人情報保護条例（平成 17 年松江市条例第 15 号） 

によるものとする。 

（３） 著作権 

ア 提出書類に含まれる著作物の著作権は提案者に帰属する。 

イ 提出書類は、協議の実施及び契約の事務処理において必要な場合のみに用いるも

のとし、他の用途には用いない。 

ウ 提出書類については、松江市情報公開条例（平成 17 年松江市条例第 14 条）第 5 

条の規定に基づき公開請求されたときは、同条例第 7 条に定められた非公開情報

を除き、公開の対象とする。ただし、選定期間中においては、同条第 5 条の規定

に基づき、公開の対象としない。 

（４） 契約保証金 契約保証金は免除する 

（５） 審査又は契約の延期 

ア 天災その他やむを得ない理由により、審査又は契約を行うことができない場合は

延期する。 

イ 提案者の損害は提案者の負担とする。 

 

 

担当部署 松江市役所 環境エネルギー部 

環境エネルギー課 環境政策係 担当：松浦 

所 在 地 〒690-0826 松江市学園南一丁目 20 番 43 号 松江市環境センター内

電 話 0852-55-5278 

Ｆ Ａ Ｘ 0852-55-5497 

電子メールアドレス k-energy@city.matsue.lg.jp 


